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目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に要する費用の額の算定に関

する基準要綱  

平成２８年４月１日付け目健介第１７６号決定 

平成２９年３月３１日付け目健介第５９９７号一部改正 

平成３０年３月２２日付け目健介第５９８５号一部改正 

平成３０年９月２５日付け目健介第３１２２号一部改正 

平成３１年３月２０日付け目健介第６０２７号一部改正 

令和元年９月２０日付け目健介第３１９１号一部改正 

令和３年４月１日付け目健介第４３３１号一部改正 

令和４年９月２８日付け目健介第２７１４号一部改正 

令和６年４月１日付け目健介第５９０５号一部改正 

令和６年６月１日付け目健介第７９２１号一部改正 

令和７年４月１日付け目健介第２８０１号一部改正 

 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、目黒区（以下「区」という。）における介護予防・日常生活支援総合事業

の指定第１号事業に要する費用の額（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業に要する費用の額をいう。）の

算定に関する基準を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。  

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業をいう。  

（２）第１号事業 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する第１号事業をいう。  

（３）指定第１号事業 目黒区長（以下「区長」という。）が指定する第１号事業を行う者の

当該指定に係る第１号事業を行う事業所により行われる当該第１号事業をいう。  

（４）第１号訪問事業 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する事業をいう。  

（５）指定第１号訪問事業 区長が指定する第１号訪問事業を行う者の当該指定に係る第１号

訪問事業を行う事業所により行われる当該第１号訪問事業をいう。  

（６）サービス事業対象者 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）第１４０条の６２の４第２号に規定する被保険者をいう。  

（７）第１号通所事業 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する事業をいう。  

（８）指定第１号通所事業 区長が指定する第１号通所事業を行う者の当該指定に係る第１号

通所事業を行う事業所により行われる当該第１号通所事業をいう。  

（指定第１号事業に要する費用の額に関する基準） 

第３条 指定第１号事業に要する費用の額は、次項で定める単価に別表指定介護予防・日常生

活支援総合事業費単位数表に定める単位数を乗じて算定するものとする。 なお、この要綱に

おいて定めるほかは、介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚
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生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号）を準用する。 

２ 前項の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３

号）の規定を準用する。この場合において、同告示中「訪問介護」とあるのは「第１号訪問

事業訪問介護」と、「通所介護」とあるのは「第１号通所事業通所介護」と読み替えるもの

とする。なお、同告示中の地域区分については、同告示の規定によらず、区の該当する区分

を適用する。 

３ 第１項の規定により指定第１号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。  

 

付 則（平成２８年４月１日付け目健介第１７６号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２９年３月３１日付け目健介第５９９７号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年３月２２日付け目健介第５９８５号） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱第３条第２項及び別表の規定は、平成３０年４月

以後に利用するサービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要

する経費の額については、なお従前の例による。 

付 則（平成３０年９月２５日付け目健介第３１２２号） 

１ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、平成３０年１０月以後に利用する

サービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（平成３１年３月２０日付け目健介第６０２７号） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、平成３１年４月以後に利用するサ

ービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額につ

いては、なお従前の例による。 

付 則（令和元年９月２０日付け目健介第３１９１号） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和元年１０月１日以後に利用す

るサービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額

については、なお従前の例による。 

付 則（令和３年４月１日付け目健介第４３３１号） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業
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に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和３年４月１日以後に利用する

サービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（令和４年９月２８日付け目健介第２７１４号） 

１ この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和４年１０月１日以後に利用す

るサービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額

については、なお従前の例による。 

付 則（令和６年４月１日付け目健介第５９０５号） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和６年４月１日以後に利用する

サービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（令和６年６月１日付け目健介第７９２１号） 

１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和６年６月１日以後に利用する

サービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（令和７年４月１日付け目健介第２８０１号） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の目黒区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業

に要する費用の額の算定に関する基準要綱別表の規定は、令和７年４月１日以後に利用する

サービスに要する経費の額について適用し、同日前に利用したサービスに要する経費の額に

ついては、なお従前の例による。 
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別表  

指定介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表  

１ 第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）（１月につき）  

（１）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅰ)  １，１７６単位  

（２）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅱ)  ２，３４９単位  

（３）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅲ)  ３，７２７単位  

注１ 利用者に対して、指定第１号訪問事業訪問介護事業所（目黒区介護予防・日常生活支

援総合事業における指定第１号事業の人員、設備及び運営並びに指定第１号事業に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱（平成２８年４月１日付け目健

介第１６６号決定。以下「指定基準要綱」という。）第５条第１項に規定する指定第１

号訪問事業訪問介護事業所をいう。）の訪問介護員等（同項に規定する訪問介護員等を

いい、省令第２２条の２３第１項に規定する生活援助従事者研修課程を修了した者を除

く。（４）において同じ。）が、指定第１号訪問事業訪問介護（指定基準要綱第４条に

規定する指定第１号訪問事業訪問介護をいう。以下同じ。）のうち予防給付相当サービ

スを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  

（1）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅰ)  介護予防ケアマネジ

メント計画等（指定基準要綱第１５条第１項に規定する介護予防ケアマネジメント

計画等をいう。以下同じ。）において１週に１回程度の指定第１号訪問事業訪問介

護（予防給付相当サービス）が必要とされた者  

（2）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅱ)  介護予防ケアマネジ

メント計画等において１週に２回程度の指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相

当サービス）が必要とされた者  

（3）第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）(Ⅲ)  介護予防ケアマネジ

メント計画等において（２）に掲げる回数を超える程度の指定第１号訪問事業訪

問介護（予防給付相当サービス）が必要とされた者（その要支援状態区分が要介

護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成

１１年厚生省令第５８号）第２条第１項第２号に掲げる区分である者又は目黒区

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年４月目健介第１３８号決

定。以下「実施要綱」という。）第１３条第２項のサービス事業対象者）  

２ １（１）から（３）までについては、省令第２２条の２３第１項に規定する生活援助

従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 

３ 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号。以下同じ。）第１

２９号の６（この場合、第１２９号の６中「訪問型サービス費」とあるのを「第１号訪

問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と読み替える。）に掲げる基準を満たさ

ない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 厚生労働大臣が定める基準第１２９号の７（この場合、第１２９号の７中「訪問型サ

ービス費」とあるのを「第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と読み

替える。）に掲げる基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単

位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 
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５ 指定第１号訪問事業訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する

敷地内の建物若しくは指定第１号訪問事業訪問介護事業所と同一の建物（以下この注に

おいて「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定第１号訪問事業訪問介

護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に

居住する利用者を除く。）又は指定第１号訪問事業訪問介護事業所における１月当たり

の利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住

する利用者に対して、指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス）を行った

場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定第１号訪問事業

訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する

建物に居住する利用者に対して、指定第１号訪問事業訪問介護を行った場合は、所定単

位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める基

準第１２９号の８（この場合、第１２９号の８中「訪問型サービス費」とあるのを「第

１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と、「指定相当訪問型サービス事

業所」とあるのを「指定第１号訪問事業訪問介護事業所」と、「指定相当訪問型サービ

ス」とあるのを「指定第１号訪問事業訪問介護」と、準用する第３号の２中「訪問介護

費」とあるのを「第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と、「指定訪

問介護事業所」とあるのを「指定第１号訪問事業訪問介護事業所」と、「指定訪問介

護」とあるのを「指定第１号訪問事業訪問介護」と読み替える。）に該当する指定第１

号訪問事業訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定第１号訪問事

業訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住す

る建物に居住する利用者を除く。）に対して、指定第１号訪問事業訪問介護を行った場

合は、所定単位数の１００分の８８に相当する単位数を算定する。 

６ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若し

くは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第１号訪問事業訪問介護費

は、算定しない。  

７ 利用者が１の指定第１号訪問事業訪問介護事業所において指定第１号訪問事業訪問介

護を受けている間は、当該指定第１号訪問事業訪問介護事業所以外の指定第１号訪問事

業訪問介護事業所が指定第１号訪問事業訪問介護を行った場合に、第１号訪問事業訪問

介護費は、算定しない。  

（４）初回加算 ２００単位  

注 指定第１号訪問事業訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画（指定基

準要綱第４１条第１項第２号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。以下同じ。）を

作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定第１号訪問事

業訪問介護（予防給付相当サービス）を行った日の属する月に指定第１号訪問事業訪問

介護（予防給付相当サービス）を行った場合又は当該指定第１号訪問事業訪問介護事業

所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定第１号訪問事業訪問介護（予防給

付相当サービス）を行った日の属する月に指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当

サービス）を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数

を加算する。  



- 6 - 
 

（５）生活機能向上連携加算  

   ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

   イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

注１ アについて、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１8年厚生労働省令第

３５号。以下「指定介護予防サービス基準」という。）第７９条第１項に規定する指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第１１７条第１項に規定する指定介

護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを

実施している医療提供施設(医療法(昭和２３年法律第２０５号)第１条の２第２項に規

定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又は当

該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注２に

おいて同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活

機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、当該介護予防訪問介護計画に

基づく指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス）を行ったときは、初回の

当該指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス）が行われた日の属する月

に、所定単位数を加算する。 

２ イについて、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定

介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハ

ビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８条に規定する指定介護予防訪問リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護予防通所リハビリテーション（指

定介護予防サービス基準第１１６条に規定する指定介護予防通所リハビリテーション

をいう。以下同じ。）等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供

責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利

用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護

予防訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護計画に基づく指定第１号訪問事業訪問介

護（予防給付相当サービス）を行ったときは、初回の当該指定第１号訪問事業訪問介

護（予防給付相当サービス）が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定

単位数を加算する。ただし、アを算定している場合は、算定しない。 

（６）口腔（くう）連携強化加算 ５０単位 

注 厚生労働大臣が定める基準第１２９号の９（この場合、第１２９号の９中「訪問型サ

ービス費」とあるのを「第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と、準

用する第３号の３中「訪問介護費」とあるのを「第１号訪問事業訪問介護費（予防給付

相当サービス）」と、「指定訪問介護事業所」とあるのを「指定第１号訪問事業訪問介

護事業所」と読み替える。）に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指

定第１号訪問事業訪問介護事業所の従業者が、口腔（くう）の健康状態の評価を実施し

た場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員（指定介護予防支援
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等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）第２条第１項に規定する担

当職員をいう。）、介護支援専門員（同条第２項に規定する介護支援専門員をいう。）

又は第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介

護予防支援事業をいう。）に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったと

きは、口腔（くう）連携強化加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

（７）介護職員等処遇改善加算  

注 厚生労働大臣が定める基準第１３０号（この場合、第１３０号中「訪問型サービス

費」とあるのを「第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービス）」と、準用する

第４号イ（２）中「都道府県知事(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１

９第１項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第２５２条の２２第１項の中

核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第３５号を除

き、以下同じ。)」とあるのは「区長」と、同号イ(３)及び(４)中「都道府県知事」とあ

るのは「区長」と、同号イ(１０)中「訪問介護費」とあるのは「当該指定第１号訪問事

業訪問介護事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と、同号ホ(１)

中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数

表」という。)の訪問介護費」とあるのは「介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第

１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和３年厚生労働省告示第７２号)別

表単位数表(以下「旧単位数表」という。)の第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当

サービス）」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問

介護費」とあるのは「旧単位数表の第１号訪問事業訪問介護費（予防給付相当サービ

ス）」と読み替える。以下同じ。）に掲げる基準に適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして区長に届け出た指定第１号訪問事業訪問介護事業所が、利用

者に対し、指定第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス）を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。なお、当該加算は実施要綱第１３条に規定する支給限度額の算定には含めない

こととする。  

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単位数の１０

００分の２４５に相当する単位数  

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６) までにより算定した単位数の１０

００分の２２４に相当する単位数  

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（６) までにより算定した単位数の１０

００分の１８２に相当する単位数  

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （１）から（６) までにより算定した単位数の１０

００分の１４５に相当する単位数 

２ 第１号訪問事業訪問介護費（区独自基準サービス）（１月につき）  

（１）第１号訪問事業訪問介護費（区独自基準サービス）(Ⅰ) 

（所要時間４５分未満の場合）     

ア 週１回程度       ８２４単位 



- 8 - 
 

イ 週２回程度     １，６４８単位 

（２）第１号訪問事業訪問介護費（区独自基準サービス）(Ⅱ)  

（所要時間４５分以上６０分以内の場合）   

ア 週１回程度     １，０１３単位 

イ 週２回程度     ２，０２６単位 

注１ 利用者に対して、指定第１号訪問事業訪問介護事業所の訪問介護員等（指定基準要

綱第５条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、指定第１号訪問事業

訪問介護のうち区独自基準サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ

所定単位数を算定する。 

(1)第１号訪問事業訪問介護費（区独自基準サービス）(Ⅰ)  介護予防ケアマネジメン

ト計画等において位置付けられた内容の区独自基準サービスを行うのに要する標準

的な時間が４５分未満の者 

(2)第１号訪問事業訪問介護費（区独自基準サービス）(Ⅱ)  介護予防ケアマネジメン

ト計画等において位置付けられた内容の区独自基準サービスを行うのに要する標準

的な時間が４５分以上６０分以内の者 

２ １の（３）の注３に掲げる基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ １の（３）の注４に掲げる基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（３）初回加算 ２００単位  

注 指定第１号訪問事業訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画を作成し

た利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定第１号訪問事業訪問

介護（区独自基準サービス）を行った日の属する月に指定第１号訪問事業訪問介護（区

独自基準サービス）を行った場合又は当該指定第１号訪問事業訪問介護事業所のその他

の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定第１号訪問事業訪問介護（区独自基準サービ

ス）を行った日の属する月に指定第１号訪問事業訪問介護（区独自基準サービス）を行

った際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。  

（４）介護職員等処遇改善加算 

注 １の（７）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号訪

問事業訪問介護事業所が、利用者に対し、指定第１号訪問事業訪問介護（区独自基準サ

ービス）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、当該加算は実施要綱第１３条に規定する

支給限度額の算定には含めないこととする。 

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

ア ２の（１）ア    ２０２単位 

イ ２の（１）イ    ４０４単位 

ウ ２の（２）ア   ２４８単位 

エ ２の（２）イ   ４９６単位 

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 
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ア ２の（１）ア     １８５単位 

イ ２の（１）イ    ３７０単位 

ウ ２の（２）ア   ２２７単位 

エ ２の（２）イ   ４５４単位 

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)  

ア ２の（１）ア    １５０単位 

イ ２の（１）イ     ３００単位 

ウ ２の（２）ア    １８４単位 

エ ２の（２）イ    ３６８単位 

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)  

ア ２の（１）ア    １１９単位 

イ ２の（１）イ    ２３８単位 

ウ ２の（２）ア    １４７単位 

エ ２の（２）イ   ２９４単位 

（５）緊急時延長加算 １００単位 

注 介護予防ケアマネジメント計画等において指定第１号訪問事業訪問介護（区独自基準

サービス）の利用が必要とされた利用者が、体調不良等の理由により、当該利用者また

はその家族等からの要請に基づき、指定第１号訪問事業訪問介護事業所のサービス提供

責任者が必要と認めた場合に、当該指定第１号訪問事業訪問介護事業所の訪問介護員等

が当該利用者に対して、６０分を超えて指定第１号訪問事業訪問介護（区独自基準サー

ビス）を緊急に行った場合は、１回につき１００単位加算する。なお、２の（１）ア及

び２の（２）アを算定している利用者に関しては、月に１回、２の（１）イ及び２の

（２）イを算定している利用者に関しては月に２回を超えて算定することはできない。 

 ３ 第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）  

（１）第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）（１月につき） 

ア 要支援１・サービス事業対象者          １，７９８単位  

イ 要支援２（週１回程度）             １，８１１単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度） ３，６２１単位  

注１ 利用者に対して、指定第１号通所事業通所介護事業所（指定基準要綱第４４条第１

項に規定する指定第１号通所事業通所介護事業所をいう。以下同じ。）において、指

定第１号通所事業通所介護（指定基準要綱第４３条に規定する指定第１号通所事業通

所介護をいう。以下同じ。）のうち、予防給付相当サービスを行った場合に、利用者

の要支援相当の状態区分及び１週当たりの利用回数に応じて、それぞれ所定単位数を

算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、厚生労働大

臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算

定方法（平成１２年厚生省告示第２７号。以下「通所介護費等算定方法」という。）

第１号イの表の上欄に掲げる基準又は同号ロの上欄に掲げる基準に該当する場合は、

同号の規定中「通所介護費」とあるのは「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当

サービス）」と読み替えて適用する。 

２ 利用者が注１の指定第１号通所事業通所介護事業所において指定第１号通所事業通
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所介護（予防給付相当サービス）を受けている間は、当該指定第１号通所事業通所介

護事業所以外の指定第１号通所事業通所介護事業所が当該利用者に対して行う指定第

１号通所事業通所介護(予防給付相当サービス)については、第１号通所事業通所介護

費は、算定しない。 

３ 要支援２の利用者が注１の指定第１号通所事業通所介護事業所において指定第１号

通所事業通所介護（予防給付相当サービス）（週１回程度）を受けている間は、当該

指定第１号通所事業通所介護事業所以外の指定第１号通所事業通所介護事業所が当該

利用者に対して行う４に定める指定第１号通所事業通所介護(区独自基準サービス)

（週１回程度）に限り、それぞれの指定第１号通所事業通所介護事業所に第１号通所

事業通所介護費を算定する。 

４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防

特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知

症対応型共同生活介護を受けている間は、第１号通所事業通所介護費は、算定しな

い。  

５ 厚生労働大臣が定める基準第１３１号の３（この場合、第１３１号の３中「通所型

サービス費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と

読み替える。）に掲げる基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

６ 厚生労働大臣が定める基準第１３１号の４（この場合、第１３１号の４中「通所型

サービス費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と

読み替える。）に掲げる基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

７ 指定第１号通所事業通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定第１号通所事

業通所介護事業所と同一建物から当該指定第１号通所事業通所介護事業所に通う者に

対し、指定第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス）を行った場合は、次に

掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、

傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情に

より送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りで

ない。  

(1) 要支援１・サービス事業対象者                   ３７６単位  

(2) 要支援２（週１回程度）               ３７６単位 

(3) 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度） ７５２単位  

   ８ 利用者に対して、その居宅と指定第１号通所事業通所介護事業所との間の送迎を行

わない場合は、片道につき４７単位（（１）のア及び（１）のイを算定している場合

は１月につき３７６単位を、（１）のウを算定している場合は１月につき７５２単位

を限度とする。）を所定単位数から減算する。ただし、注７を算定している場合は、

この限りでない。 

（２）生活機能向上グループ活動加算 １００単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出て、指定第１号通

所事業通所介護（予防給付相当サービス）の利用者に対して、当該利用者の生活機能の
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向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施され

る日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」とい

う。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい

て、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔（くう）機能向上加算又は一体的サー

ビス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。なお、利用者が複数の指

定第１号通所事業通所介護事業所において指定第１号通所事業通所介護を受ける場合に

は、当該加算は、いずれか一の事業所についてのみ算定する。 

(1)生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員（理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有

するはり師又はきゅう師を含む。）その他指定第１号通所事業通所介護事業所の第

１号通所事業従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介

護予防通所介護計画（指定基準要綱第５４条第２項第１号に規定する介護予防通所

介護計画をいう。以下同じ。）を作成していること。  

(2)介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよ

う複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択

に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の

状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。  

(3)利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行ってい

ること。  

（３）若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位 

  注 厚生労働大臣が定める基準第１８号（この場合、第１８号中「通所介護費」とあるの

を「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と読み替える。）に掲げる

基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通所事業通所介護事業所にお

いて、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２条第

６号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同

じ。）に対して指定第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス）を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所

介護事業所において指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いず

れか一の事業所についてのみ算定する。 

（４）栄養アセスメント加算 ５０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通所

事業通所において、指定第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス）の利用者に

対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状

態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を

行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。だだし、当該利用者が栄養改善加算

又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

(1)当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。  
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(2)利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

下「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又

はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

(3)利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。  

(4)３の（１）の注１ただし書に該当しないこと。 

（５）栄養改善加算 ２００単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出て、指定第１号通

所事業通所介護（予防給付相当サービス）の利用者のうち、低栄養状態にある利用者又

はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又

は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所

介護事業所において指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いず

れか一の事業所についてのみ算定する。 

(1)当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。  

(2)利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥（えん）下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。  

(3)利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。  

(4)利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。  

(5)３の（１）の注１ただし書に該当しないこと。 

（６）口腔（くう）機能向上加算  

注 厚生労働大臣が定める基準第１３２号（この場合、第１３２号中「通所型サービス

費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と、準用する

第２０号中「通所介護費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サー

ビス）」と読み替える。）に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定

第１号通所事業通所介護事業所において、指定第１号通所事業通所介護（予防給付相当

サービス）の利用者のうち、口腔（くう）機能が低下している利用者又はそのおそれの

ある利用者に対して、当該利用者の口腔（くう）機能の向上を目的として、個別的に実

施される口腔（くう）清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥（えん）下機能に関する訓

練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら

れるもの（以下「口腔（くう）機能向上サービス」という。）を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所において指

定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業所につい
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てのみ算定する。 

(1)口腔（くう）機能向上加算(Ⅰ) １５０単位  

(2)口腔（くう）機能向上加算(Ⅱ) １６０単位  

（７）一体的サービス提供加算 ４８０単位 

注 厚生労働大臣が定める基準第１３３号（この場合、第１３３号中「通所型サービス

費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と、「通所型

サービス」とあるのを「第１号通所事業通所介護」と読み替える。）に掲げる基準に適

合しているものとして区長に届け出た指定第１号通所事業通所介護事業所が、指定第１

号通所事業通所介護（予防給付相当サービス）の利用者に対し、栄養改善サービス又は

口腔（くう）機能向上サービスをいずれも実施した場合に、１月につき所定単位数を加

算する。ただし、栄養改善加算又は口腔（くう）機能向上加算を算定している場合は、

算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所において指定第

１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業所についての

み算定する。  

（８）サービス提供体制強化加算  

注 厚生労働大臣が定める基準第１３５号（この場合、第１３５号中「通所型サービス

費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と、準用する

第２３号中「通所介護費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サー

ビス）」と読み替える。）に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定

第１号通所事業通所介護事業所が利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（予防給付

相当サービス）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該利用者の要支援状

態区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

ア 要支援１・サービス事業対象者               ８８単位  

イ 要支援２（週１回程度）               ８８単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度） １７６単位  

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

ア 要支援１・サービス事業対象者              ７２単位  

イ 要支援２（週１回程度）                ７２単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度）  １４４単位  

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  

ア 要支援１・サービス事業対象者               ２４単位  

イ 要支援２（週１回程度）               ２４単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度）   ４８単位  

（９）生活機能向上連携加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１５号の２（この場合、第１５号の２中「通所介護費」

又は「通所型サービス費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サー

ビス）」と読み替える。）に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして区長に届

け出た指定第１号通所事業通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身
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体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲

げる区分に従い、（1）については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を

見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、(2)については１月につき、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

  ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所にお

いて指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業所

についてのみ算定する。 

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位  

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位  

（１０）口腔（くう）・栄養スクリーニング加算 

注 厚生労働大臣が定める基準第１０７号の２（この場合、第１０７号の２中「介護予防

通所リハビリテーション費及び通所型サービス費」とあるのを「第１号通所事業通所介

護費（予防給付相当サービス）」と読み替える。）に掲げる基準に適合する指定第１号

通所事業通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

（くう）の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、

次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔（くう）・栄養スクリーニ

ング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

(1)口腔（くう）・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ２０単位  

(2)口腔（くう）・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)  ５単位  

（１１）科学的介護推進体制加算 ４０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通所

事業通所介護事業所が、利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（予防給付相当サー

ビス）を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 

(1)利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、

口腔（くう）機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状

況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出してい

ること。 

(2)必要に応じて介護予防通所介護計画を見直すなど、指定第１号通所事業通所介護

（予防給付相当サービス）の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定第１号

通所事業通所介護（予防給付相当サービス）を適切かつ有効に提供するために必要

な情報を活用していること。 

（１２）介護職員等処遇改善加算  

注 厚生労働大臣が定める基準第１３６号（この場合、第１３６号中「通所型サービス

費」とあるのを「第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と、準用する

第４８号ホ(1)中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成

１８年厚生労働省告示第１２６号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以

下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護費」とあるのは「介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号

に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表(以下「旧単位数表」という。)の第

１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」と、同号ヘからソまで中「旧指定

地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあ

るのは「旧単位数表の第１号通所事業通所介護費（予防給付相当サービス）」」と読み

替える。以下同じ。）に掲げる基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして区長に届け出た指定第１号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指

定第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス）を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。な

お、当該加算は実施要綱第１３条に規定する支給限度額の算定には含めないこととす

る。 

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （１）から(１１)までにより算定した単位数の１０

００分の９２に相当する単位数  

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) （１）から(１１) までにより算定した単位数の１０

００分の９０に相当する単位数  

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) （１）から(１１) までにより算定した単位数の１０

００分の８０に相当する単位数  

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) （１）から(１１) までにより算定した単位数の１０

００分の６４に相当する単位数  

４ 第１号通所事業通所介護費（区独自基準サービス）  

（１）第１号通所事業通所介護費（区独自基準サービス）（１月につき） 

ア 要支援１・サービス事業対象者               １，５０１単位 

イ 要支援２（週１回程度）               １，５０９単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度）  ３，０１７単位 

注１ 利用者に対して、指定第１号通所事業通所介護事業所において、指定第１号通所事

業通所介護のうち、区独自基準サービスを行った場合に、利用者の要支援相当の状態

区分及び１週当たりの利用回数に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、

利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、３の（１）の注１ただし書の基

準に該当する場合は、以下に掲げる単位数を算定する。 

(1)要支援１・サービス事業対象者            １，０５１単位 

(2)要支援２（週１回程度）              １，０５６単位 

(3)要支援２・サービス事業対象者(週２回以上程度) ２，１１２単位 

２ 利用者が１の指定第１号通所事業通所介護事業所において指定第１号通所事業通所

介護（区独自基準サービス）を受けている間は、当該指定第１号通所事業通所介護事

業所以外の指定第１号通所事業通所介護事業所が当該利用者に対して行う指定第１号

通所事業通所介護(区独自基準サービス)については、第１号通所事業通所介護費は、

算定しない。 

３ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防

特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知
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症対応型共同生活介護を受けている間は、第１号通所事業通所介護費は、算定しな

い。  

４ ３の（１）の注５に掲げる基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

５ ３の（１）の注６に掲げる基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（２）生活機能向上グループ活動加算 １００単位 

注 ３の（２）の注に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出て、

指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サービス）の利用者に対して、生活機能向上

グループ活動サービスを行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、こ

の場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算又は口腔（くう）機能向上加算

のいずれかを算定している場合は、算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所

事業通所介護事業所において指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算

は、いずれか一の事業所についてのみ算定する。 

（３）若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位 

  注 ３の（３）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通

所事業通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定第１号通所事業通所

介護（区独自基準サービス）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。な

お、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所において指定第１号通所事業通

所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業所についてのみ算定する。 

（４）栄養アセスメント加算 ５０単位 

注 ３の（４）の注に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出て、

指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サービス）の利用者に対して、管理栄養士が

介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決す

べき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月に

つき所定単位数を加算する。だだし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提

供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了

した日の属する月は、算定しない。 

（５）栄養改善加算 ２００単位 

注 ３の（５）の注に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして区長に届け出て、

指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サービス）の利用者に対して、栄養改善サー

ビスを行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用者に対

し、生活機能向上グループ活動加算、口腔（くう）機能向上加算のいずれかを算定して

いる場合は、算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所に

おいて指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業

所についてのみ算定する。 

（６）口腔（くう）機能向上加算  

注 ３の（６）の注に掲げる基準に適合しているものとして、区長に届け出て、第１号通

所事業通所介護（区独自基準サービス）の利用者に対して、口腔（くう）機能向上サー

ビスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所
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定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業

通所介護事業所において指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、

いずれか一の事業所についてのみ算定する。 

(1)口腔（くう）機能向上加算(Ⅰ) １５０単位  

(2)口腔（くう）機能向上加算(Ⅱ) １６０単位  

（７）サービス提供体制強化加算  

注 ３の（８）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通

所事業通所介護事業所が利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サービ

ス）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該利用者の要支援状態区分に応

じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  

ア 要支援１・サービス事業対象者               ８８単位  

イ 要支援２（週１回程度）                 ８８単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者（週２回以上程度） １７６単位  

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

ア 要支援１・サービス事業対象者               ７２単位  

イ 要支援２（週１回程度）               ７２単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者(週２回以上程度)   １４４単位  

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  

ア 要支援１・サービス事業対象者               ２４単位  

イ 要支援２（週１回程度）                 ２４単位 

ウ 要支援２・サービス事業対象者(週２回以上程度)    ４８単位  

（８）生活機能向上連携加算 

注 ３の（９）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号通

所事業通所介護事業所において、利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（区独自基

準サービス）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の

急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度とし

て、１月につき、(2)については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。 

  ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。なお、利用者が複数の指定第１号通所事業通所介護事業所にお

いて指定第１号通所事業通所介護を受ける場合には、当該加算は、いずれか一の事業所

についてのみ算定する。 

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位  

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位  

（９）口腔（くう）・栄養スクリーニング加算 

注 ３の（１０）の注に掲げる基準に適合する指定第１号通所事業通所介護事業所にお

いて、利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サービス）の従業者が、
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利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔（くう）の健康状態のスクリーニング又

は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該

事業所以外で既に口腔（くう）・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあって

は算定しない。 

(1)口腔（くう）・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ２０単位  

(2)口腔（くう）・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)  ５単位  

（１０）科学的介護推進体制加算 ４０単位 

注 ３の（１１）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号

通所事業通所介護事業所が、利用者に対し指定第１号通所事業通所介護（区独自基準サ

ービス）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

（１１）介護職員等処遇改善加算 

注 ３の（１２）の注に掲げる基準に適合しているものとして区長に届け出た指定第１号

通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第１号通所事業通所介護（区独自基

準サービス）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、当該加算は実施要綱第１３条

に規定する支給限度額の算定には含めないこととする。 

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

ア （１）のア      １３８単位 

イ （１）のイ      １３９単位 

ウ （１）のウ     ２７８単位 

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 

ア （１）のア      １３５単位 

イ （１）のイ      １３６単位 

ウ （１）のウ     ２７２単位 

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

ア （１）のア      １２０単位 

イ （１）のイ      １２１単位 

ウ （１）のウ      ２４１単位 

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 

ア （１）のア       ９６単位 

イ （１）のイ       ９７単位 

ウ （１）のウ      １９３単位 


